
合併調整項目調整状況

事務事業番号 7194 専門部会名 建設 分科会名 都市整備 担当部署

事務事業名

合併後調整内容【調整済】

　を行った。
・都市公園の使用及び占用の事務事業は、公園緑地課の対応とする。

　日常管理（清掃、草刈、軽微な修繕）は自治会が行う。
　その他（施設の修繕、更新、改築）は市が行う。
・自治会管理分の委託料は上田、丸子地域で委託基準の明確化と積算の統一

・維持管理委託、修繕、維持工事等は地域自治センターの所管で対応する。 ・予算措置状況　　各自治センターで対応
　（上田、丸子地域は公園緑地課、武石地域は自治センター建設課） 　（上田、丸子地域は公園緑地課、武石地域は自治センター建設課）
・上田、丸子地域の管理体制は、住民との協働により行う。

　委託費の内容について調整を

　図っていく。

引き継ぐ。
　合併後の管理体制については

住民との協働による管理を視野

に入れ検討する。

・自治会へ委託している公園の

 （内建設部会管轄分13箇所）  （内建設部会管轄分0箇所）

・直営及び委託による維持管理 　：１３箇所 ・直営及び委託による維持管理 　：１０箇所
　：２１箇所 ・県による管理：３箇所 　：４１箇所

　２３５箇所 　７２箇所 　１１箇所 　３箇所
 （内建設部会管轄分223箇所） ・直営及び委託による維持管理  （内建設部会管轄分0箇所） ・直営及び委託による維持管理

・関係自治会による維持管理： ・関係自治会による維持管理： ・関係自治会による維持管理： ・関係自治会による維持管理：

 （内建設部会管轄分236箇所）  （内建設部会管轄分88箇所）  （内建設部会管轄分0箇所）  （内建設部会管轄分13箇所）

(2)維持管理状況 (2)維持管理状況 (2)維持管理状況 (2)維持管理状況

(1)上田市全体の公園数 (1)丸子町全体の公園数 (1)真田町全体の公園数 (1)武石村全体の公園数
・２５５箇所 ・８８箇所 ・５２箇所 ・１４箇所

【都市公園等の維持管理】 【都市公園等の維持管理】 【都市公園等の維持管理】 【都市公園等の維持管理】

・４３箇所
【都市計画法上の都市公園数】

・６箇所
【都市計画法上の都市公園数】

については、現行のまま新市に

　都市公園等及びその維持管理

・該当なし ・該当なし
【都市計画法上の都市公園数】【都市計画法上の都市公園数】

合併後調整方針(協議会決定)

公園緑地課

都市公園等について

合併前の事務事業の状況
旧上田市 旧丸子町 旧真田町 旧武石村


